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架空請求にご注意！架空請求にご注意！架空請求にご注意！架空請求にご注意！    

    北海道警察によりますと、昨年の特殊詐欺被害件数は２５９件、被害総額約１２億

５千万円、被害件数で４２件、被害額で約３億７千万円前年よりも増加しています。 

 特に、前年に比べ被害が急増したのが架空請求詐欺で、被害件数のうち約半分、被

害額約６億７千万円になります。 

架空請求詐欺は、「訴訟提起通告書」などの文書や電子メールを家庭に送りつけ「貴

殿の消費料金未納により、民事訴訟が提起される」など不安をあおり、期限付きで電

話連絡をもとめる内容の架空請求に関する相談がよせられています。また、実存する 

業者・法律事務所名を名乗る架空請求事案も発生しています。 

 

被害被害被害被害防止のアドバイス防止のアドバイス防止のアドバイス防止のアドバイス    

    

○ ハガキ・封書・電子メールの内容いたずらに不安をあおるものであり、事実では

ないので安心してください。 

○ ハガキ・封書・電子メールに記載されている相手には絶対に電話せず、無視して

ください。 

○ 万が一相手から電話がかかって来た場合は、支払の義務のないことを毅然と伝え

て、以後は「電話の着信拒否」「電話番号の変更」「郵便物の受領拒否」などの措置

を講じてください。 

○ ごくまれですが、過去に相手業者から少額訴訟裁判が実際に提起された例があり

ますので、裁判所からの書留郵便（特別送達）については無視することなく、当該

裁判所に内容確認をしてください。 

 

☆☆☆ 無料法律相談の活用を！ ☆☆☆ 

稚内市は「無料法律相談」を毎月１回実施しています。 

相談時間は午前１１時から午後３時までです。（相談時間は 1人２５分） 

事前申し込みが必要ですので、相談を希望される方は下記までご連絡下さい。 

【実施日】【実施日】【実施日】【実施日】２２２２月月月月８８８８日日日日  ・・・・ ３３３３月月月月８８８８日日日日    ・・・・    ４４４４月月月月１２１２１２１２日日日日 

稚内市生活衛生課生活衛生グループ稚内市生活衛生課生活衛生グループ稚内市生活衛生課生活衛生グループ稚内市生活衛生課生活衛生グループ    電話（直通）２３－電話（直通）２３－電話（直通）２３－電話（直通）２３－６４９７６４９７６４９７６４９７ 

 

 

 

稚内市消費者被害防止連絡会ニュース稚内市消費者被害防止連絡会ニュース稚内市消費者被害防止連絡会ニュース稚内市消費者被害防止連絡会ニュース    No．．．．31 

[事務局]  

稚内市消費者センター 

稚内市中央 4 丁目 16－2 

稚内市保健福祉センター2 階 

電話 0162－23－4133 



 

 


